
　　青森市公営企業管理者　様

住　 所

氏　 名 印

１．私道の土地の表示

番号

①

②

③

④

２．当該私道についての承諾事項
      (1)当該私道において、青森市企業局が公共下水道管の布設及びその維持管理をすること。

      (2)当該私道の使用期間は公共下水道管の布設をするときから当該公共下水道管の用途を廃止するときまでとし、使用

    　料は無償とすること。

      (3)当該私道に公共下水道管の維持管理上支障となる変更を加えないこと。

      (4)公共下水道管布設後の当該私道の維持管理については、その所有者及び権利者が行うこと。

      (5)当該私道において、公共下水道管の布設により発生したと青森市企業局が認める不具合箇所を青森市企業局が補

      修すること。

      (6)当該私道に布設された公共下水道管について、新たにその使用を申し出た者があるときは、正当な理由がない限り

　  　接続を拒んではならないこと。

       

３．当該私道についての確約事項
　    所有権を移転するときは、新たにその所有権を得ようとする者に上記承諾事項を引き継ぐこと。

注）所有者は署名、捺印すること。

添付書類：
・法務局備付の公図（公図が無い地区の場合は地積測量図）
・当該土地の登記事項証明書

記

青森市

公共下水道管布設承諾書（所有者用）

　 　 年  　　月  　　日

（所 有 者）

連絡先　  電話　　　　　　　（　　　　　　）

　 私所有の下記土地について、青森市企業局が公共下水道管を布設し維持管理することを承諾します。

青森市

所　　在

青森市

青森市



　　青森市公営企業管理者　様

住　 所

氏　 名 印

１．私道の土地の表示

番号

①

②

③

④

２．当該私道についての承諾事項
      (1)当該私道において、青森市企業局が公共下水道管の布設及びその維持管理をすること。

      (2)当該私道の使用期間は公共下水道管の布設をするときから当該公共下水道管の用途を廃止するときまでとし、使用

    　料は無償とすること。

      (3)当該私道に公共下水道管の維持管理上支障となる変更を加えないこと。

      (4)公共下水道管布設後の当該私道の維持管理については、その所有者及び権利者が行うこと。

      (5)当該私道において、公共下水道管の布設により発生したと青森市企業局が認める不具合箇所を青森市企業局が補

      修すること。

      (6)当該私道に布設された公共下水道管について、新たにその使用を申し出た者があるときは、正当な理由がない限り

　  　接続を拒んではならないこと。

３．当該私道についての確約事項
　    地上権、抵当権等の権利を移転するときは新たに権利を得ようとする者に上記承諾事項を引き継ぐこと。

注）権利者は署名、捺印すること。

添付書類：
・法務局備付の公図（公図が無い地区の場合は地積測量図）
・当該土地の登記事項証明書

記

青森市

公共下水道管布設承諾書（権利者用）

　 　 年  　　月  　　日

（権 利 者）

連絡先　  電話　　　　　　　（　　　　　　）

　　私が権利を有する下記土地について、青森市企業局が公共下水道管を布設し維持管理することを承諾しま

青森市

所　　在

青森市

青森市


